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お話しすること
＜調査報告書の構成＞

第１部 国際比較で見る寄附の状況と寄附金税制

Ⅰ 国際比較

Ⅱ 日･米･英の寄附の状況

Ⅲ 日･米･英の寄附金税制

第２部 寄附文化と税制

Ⅳ 日本に寄附文化が根付かない理由

Ⅴ 日本に寄附文化を根付かせるための税制の役割
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Ⅰ 国際比較
【ジョンズ・ホプキンス大学の比較非営利セクタープロジェクトの調査結果やOECDデータを
用いて、OECD諸国を中心に、各国の寄附水準と一人当たりGDP・財政支出・財政負担と
の関係を分析している 】
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■寄附金額の対GDP比

○米国が突出
○日本は36ヵ国中29番目

○欧米諸国は日本よりも高い
○オーストリア、ドイツ、イタリ
アなどは日本よりも低い

*宗教団体への寄附額のデータが入手できず
総額に算入されていない国
注：寄附金額（対GDP比）は1995年から2002
年の間のデータであり国別で異なる。
出典：Johns Hopkins Comparative Nonprofit 
Sector Project
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■寄附と一人当たりGDP
○若干の正の相関
○日本は他国に比べる
と寄附金額は少ない
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■寄附と経済的不平等
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○ジニ係数が高い国で
は寄附金額は高く
○日本はジニ係数はや
や高いが、寄附金額は
低い

注：一人当たりGDPは2002年のデータである。
出典：Johns Hopkins Comparative Nonprofit 
Sector Project（寄附金額）,OECDNational
Accounts Database及び経済社会総合研究
所推計値（為替レート換算）, SourceOECDよ

り作成

注：ジニ係数は2000年のデータである。ここ
ではジニ係数が0の場合は所得水準が完全
に平等であることを示し、100の場合には完
全に不平等であることを示す。
出典：Johns Hopkins Comparative 
Nonprofit Sector Project（寄附金額）, 
SourceOECDより作成
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■寄附と租税・社会保険料負担
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○日本と韓国は例外的
に負担も寄附金額も低
い
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○租税よりも社会保険料
の方が明確に負の相関
○日本は社会保険料負
担も寄附金額水準も低
い

注：租税と社会保険料負担、社会保険
料（対GDP比）は2002年のデータであ

る。
出典：Johns Hopkins Comparative 
Nonprofit Sector Project, SourceOEC
より作成
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■寄附と非営利セクターの収入源
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○寄附金額とフィランソロピー
依存度の間では明確な相関
は見出せない
○パキスタン、ウガンダ、ルー
マニア、南アフリカ、スロバキ
ア、タンザニアなど「寄附金額
は低いがフィランソロピー依
存度は高い発展途上国」
○スペイン、米国、イスラエル、
英国など「寄附金額が高くフィ
ランソロピー依存度が先進国
の中では比較的高い国」
○その他の「寄附金額もフィ
ランソロピー依存度も低い国」

○寄附金額と政府依存度は
さらにバラつきが大きく、傾
向的なものは見出せない。

出典：Johns Hopkins Comparative Nonprofit 
Sector Project, SourceOECDより作成
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個人,

2,593億円,

36.4%

法人,

4,533億円,

63.6%

企業

£11億

(2,378億円）

7%

遺贈

£16億

(3,458億円）

11%

信託及び財団

£33億
(7,133億円）

22%
個人

£89億

(1兆9,237億円)

60%

財団

＄365億

(4兆2,453億円）

12%

遺贈

＄229億

(2兆6,635億円）

8%
法人

＄127億

(1兆4,771億円）

4%

個人

＄2,229億

(25兆9,255億円)

76%

Ⅱ 日･米･英の寄附の状況
【統計データを中心に、各国の寄附の現状
を整理している 】

■寄附主体別の寄附額割合

○日本は法人寄附額の割合が多く、
米国や英国に比べて個人による寄附
額が少ない
○総額にも日本、米国、英国間で大
きな開きがある

日本 （約7千億円：2.5千円/成人1人あたり）

米国 （約34兆円：13万円/成人1人あたり） 英国 （約3兆円：4.0万円/成人１人あたり）

出典：内閣府経済社会総合研究所[2008]より作成

出典：Julia 
McGuire [2006] & 
Giving USA 2007

出典：Philanthropy UK［2007年］ 7
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文化･レクリエーショ
ン, 1,602 , 22.5%

教育･研究, 1,358 ,
19.1%

保健医療, 234 ,
3.3%

社会サービス, 537 ,
7.5%

環境, 582 , 8.2%

開発･住宅, 553 ,
7.8%

法律、アドボカ
シー、政治, 82 ,

1.2%

フィランソロピー仲
介、ボランティア推

進, 581 , 8.2%

国際, 488 , 6.8%

宗教, 676 , 9.5%

業界団体･職業団
体･労働組合, 16 ,

0.2%

その他, 417 , 5.9%

教育, 410, 14%

健康, 202, 7%
福祉事業, 296,

10%

公共社会の利
益, 214, 7%

芸術・文化,
125, 4%

環境・生物, 66,
2%

国際関係, 113,
4%

財団, 295, 10%

宗教, 968, 33%

割当できない
寄附, 260, 9% 医学研究

16.91, 19%

子供/若者
8.9, 10%

ホスピス/病院
10.68, 12%

海外への援助
11.57, 13%

動物愛護
4.45, 5%

身体障害者
4.45, 5%

宗教
14.24, 16%

その他
17.8, 20%

■寄附先分野別寄附額割合

○日本では「文化・レクリエーション」
や「教育・研究」が多く、米国は「宗
教」「教育」が多く、英国は「医学研
究」「宗教」が多い。

日本

米国
英国

出典：内閣府経済社会総合研究所[2008]より作成

出典：Julia McGuire [2006] & Giving USA 2007 出典：CAF/NCVO［2005/06］

（単位：億円 2006年）

（単位：億ドル 2006年）
（単位：億ポンド 2005/06年）

8
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■寄附する理由
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0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

その他

⑫遺言により指定された団体だったから

⑪寄附者（個人）の名前が公表されるから

⑩税の優遇措置が受けられるから

⑨記念品等がもらえるから

⑧仕事や学校の評価上有利だから

⑦会社、学校、地域など、周りの人が
皆やっているから

⑥会社、学校、地域など、周りの人に
頼まれたから

⑤稼いだお金を寄附するのは当然だから

④余ったお金を有効に使いたいから

③分野に興味関心があるから

②自分の価値観と合っているから

①他の人や社会の役に立ちたいから

(％)

○日本：利他的な動機と顔の見えるコ
ミュニティによる定期的な寄附活動
○米国：正しいことをしていると思うか
らが最も大きい
○英国：寄附する動機として、総じて慈
善意識が働いている

寄附理由 合計 

正しいことをしていると思うから 76％

自分の寄附が何らかの影響を及ぼすと思うから 52％

寄附したお金が自分が望む用途で利用されると思うから 42％

寄附により利益を受ける人を（個人的に）知っているから 28％

税金控除を受けたいから 15％

寄附を収集している人を知っているから 13％

雇用主が寄附をするように勧めたから 6％

その問題に関してメディアの注目が集まっていたから 2％
資金収集者やその他のイベントなどで寄附をするようにプレッシャ
ーを受けたから 2％

その他 7％

よく分からない 1％
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その他

財政的アドバイスを受けて

期待されているように感じる

拒否することに罪悪感を感じる

個人の宗教的理由により

これ以外にチャリティへ資金提供する術がない

チャリティに関する情報を目にして

知人に頼まれて

よい気分になる

チャリティ機関の代表者に頼まれて

メディアキャンペーンに動かされて

寄附する金銭的余裕があった

将来自分の便益になるかもしれない

自分や親戚に何らかのイベントがあった

単に寄附したかった

正しいことである

チャリティの仕事は重要である

英国米国

日本

出典：内閣府経済社会総合研究所[2008]

出典：Harris Interactive Inc. [2006] 出典：英国内閣府第三セクター局［2007］ 9
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Ⅲ 日･米･英の寄附金税制
【各国の寄附金制度や寄附金優遇団体について整理している 】

（2007年1月現在）

所得税（個人） 法人税
特に公益性の強い団体に対する寄附金
（連邦・州・地方政府等に対する公共の目的の
寄附金も含む）

所得控除
（所得の50％を限度）

その他の一定の公益団体に対する寄附金
所得控除
（所得の30％を限度）

一般の
寄付金

公益目的の
寄附金

チャリティに対する寄附金
寄附金の22/78相当額が税務当局からチャリティ
に給付される（ギフト･エイド)（当該給付額に相当
する納税が必要）

損金算入

一般の
寄付金

公益目的の
寄附金

慈善、教会、宗教、学術目的及び特に奨励に
値すると認められる公益目的の寄附金

所得控除（以下のいずれか大きい金額）
　　①年間総売上高と賃金等の合計の0.2％
　　②所得の5％（慈善目的、学術目的及び特
　　　 に奨励に値すると認められる公益目的
　　　 の寄附金については10％）

個人に準ずる

一般の
寄付金

公益目的の
寄附金

一定の公益組織・公益社団・公益財団及び贈与
の受け取りを認められた宗教団体又は慈善団体
等に対する寄附金

寄附金額の66％につき税額控除
（寄附金額については、課税所得の20％を限度）

寄附金額の60％につき税額控除
（年間売上高の0.5％を限度）

一般の
寄付金

国又は地方公共団体に対する寄附金
指定寄附金

特定公益増進法人に対する寄附金

認定特定非営利活動法人に対する寄附金

一般の
寄付金

損金算入（次の額を限度）
[（資本金等の額×0.25％＋所得金額×
2.5％）×1/2]

損金算入
（一般の寄附金の損金算入限度額とは別
枠により、同額までを限度）

寄附金額－５千円につき所得控除
（寄附金額については、総所得の40％を限度）

主要国の寄附金に関する税制の概要（未定稿）

イギリス
（イングランド･

ウェールズ)

アメリカ

損金算入
（所得の10％を限度）

損金算入

公益目的の
寄附金

日本

フランス

ドイツ

税制上の取扱い
寄附金の種類区分

公益目的の
寄附金

■寄附金制度の要点比較

出典：政府税調[2007]
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（１）日本
○寄附金優遇の対象団体をいくつかに区分してそれぞれの基準を設けているが、個人の所

得控除は、公益活動等であれば、区分による限度枠の違いはない
○法人の損金算入は、国等、指定寄附金については全額、特定公益増進法人及び認定NPO

法人については、一般の寄附金と別枠が設けられている
○個人住民税の寄附金優遇税制は所得税のレベルに近づきつつある

（２）米国
○慈善行為を尊重する歴史的・文化的背景により、税制上でも寄附金に対する税控除の範

囲が連邦及び州レベルで広く設定され、控除限度額も日本より高い
○連邦税では現在、寄附金に対して税控除のみ適用されているが、州や地方自治体レベル

では税控除及び税額控除の双方の形態が見られる
○これらの寄附金優遇制度は所得税又は相続税において適用されている

（３）英国
○英国で寄附金優遇税制の恩恵を受けるのは、主にチャリティ機関とチャリティ機関に寄附す

る個人・法人である。チャリティ機関は英国税法に基づいて定義され、寄附金優遇税制の
恩恵を受けるためには英国歳入関税庁の チャリティ局に通知しなければならない

○ギフト・エイド：寄附者がチャリティ機関に寄附を行った際、所得税の基本税率（2007年11月
現在、22％）の金額を当該のチャリティ機関が還付請求できる制度である

○ペイロールギビング：従業員が給与の一部を指定のチャリティ機関に寄附する場合、寄附
金額が税引き前の給与から天引きされチャリティ機関に支払われる
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■寄附金優遇対象団体

○日本の寄附金
優遇税制団体数
は人口規模を勘
案しても米国や
英国に比べて非
常に低い水準で
ある

190,3581,064,19120,734
寄附金優遇対象

団体数

英国米国日本

*日本の内訳は、特定公益増進法人数が20,662、認定NPO法人は72
出典：日本の特定公益増進法人は財務省ホームページ（データは2006年4月1日現在）、認
定NPO法人数は国税庁ホームページ（2007年12月1日現在）、米国はGiving USA2007、英
国はチャリティ委員会［2007］

104

5

5

10

881

1,227

18,267

163

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000

第1号

第1号の2

第1号の3

第2号

第3号

第4号

第5号

第6号

＜特定公益増進法人数＞

○寄附金優遇対
象団体の大部分
を占める特定公
益増進法人のう
ち、９割を社会福
祉法人が占めて
いる

注：第１号は独立行政法人、第１号の２は地方独立行政法人、第１号
の３は特殊法人等、第２号及び第３号は民法法人、第４号は学校法
人、第５号は社会福祉法人、第６号は更生保護法人である。
出典：財務省ホームページ（データは2006年4月1日時点）
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Ⅳ 日本に寄附文化が根付かない理由
【寄附を規定する要因について、非営利セクター、政府活動、経済状況、社会状況の
視点から整理するとともに、寄附文化定着の条件として、環境要因、内的要因、制度
要因、税制要因をとりあげている 】

■寄附を規定する要因

個人や企業の
寄附行動

非営利セクター政府セクター

社会状況経済状況

経営・財政状況

非営利活動

社会的認知度

規範・信頼・慣習

宗教

社会環境家計所得

企業所得

財政支出

租税負担

社会保険料負担

企業活動

○寄附を規定す
る要因を非営利
セクター、政府
活動（政府セク
ター）、経済状況、
社会状況の視点
から整理する
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（１）非営利セクターとの関係
○非営利セクターは歴史的に発展が遅れており、社会的認知度や信頼度が低い
○中間支援組織（インターミディアリー）の機能やファンドレイジング機能が弱い
○公益法人は、公的規制が強く寄附収入へのインセンティブが弱い
○非営利セクター全体で、税制優遇対象団体が非常に少ない

（２）政府活動との関係
○財政支出や租税・社会保険料負担は相対的に低く、他国と比べて寄附文化を阻害している

とは言えない
○公益法人への公的規制の強さや、認定NPO法人化の要件の厳しさなどの規制的側面が、

非営利セクターの寄附収入へのインセンティブや寄附者の寄附インセンティブを弱めている
と考えられる

（３）経済状況との関係
○所得水準や経済状況から日本の寄附水準が低い理由を見出すことはできない
○より多くの企業におけるマッチングギフトの導入およびその認知度向上という課題がある
○英国におけるギフト・エイドやペイロールギビングのような積極的な税制優遇策の導入の余

地がある

（４）社会状況との関係
○利他心や公共心の低さが関係しているかもしれないが、海外との比較は困難である
○寄附の呼びかけの少なさや寄附先団体への信頼感の不足など、寄附に対する慣習や信頼

が低い
○宗教文化の弱さが寄附文化の弱さに繋がっていることが考えられる
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■寄附文化定着の条件

（１）環境要因
①公共･公益意識の醸成
⇒小さいときからの社会活動等の経験
⇒公共領域における非営利活動の活性化
②寄附に対する習慣性
⇒日常的な活動に付随する形で寄附

（２）内的要因
○経済的余裕 ⇒所得の多寡に影響を受けない形／一定額以上の税金

は寄附金として活用

（３）制度要因
①寄附の簡便性
⇒確定申告の煩雑性の解消（給与天引き）
②寄附先の信頼性
⇒非営利セクターの認定の厳格化／情報公開と監査の強化

（４）税制要因
⇒より一層の所得控除、税額控除の検討 （価格弾力性は大きい ）／対象
団体の範囲を政策目的に応じて拡大



16

Ⅴ 日本に寄附文化を根付かせるための税制の役割
【税制が果たしうる役割を直接的効果、間接的効果から考察し、行政及び非営利領域
における寄附金活用の可能性と税制の役割について検討している 】

■税制が果たしうる役割

（１）税制の直接的効果：経済主体への寄附インセンティブの付与
①税制改正による寄附の促進
⇒寄附インセンティブを高める税制の導入など
②寄附金優遇税制対象団体の拡大による寄附の促進
⇒寄附金優遇対象団体となるNPO法人の拡大（72法人：H19.12）

（２）税制の間接的効果：非営利セクターの強化による寄附対象先の育成
①税制改正による非営利セクターの育成
⇒非営利法人課税制度の見直し（本来事業（収益事業）の非課税）
②寄附税制と補助金改革の組み合わせによる非営利セクターの育成

⇒寄附の租税価格を引き下げる税制改正（所得控除枠の拡大や税額控
除の導入） ／寄附獲得インセンティブを阻害しない補助金の規制･制約

の緩和
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0.06
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合計

都道府県

市町村（純計）

大都市

特別区

中核市

特例市

都市

町村

一部事務組合

（％）

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

（％）

市町村

都道府県

東京都

○歳入に占める寄附
金の割合は全般的に
小さく、財政規模の
大きな都道府県は低
位にある
○特に東京都は財政
規模が突出する中で
寄附金割合は都道
府県の１／１０となっ
ている

＜歳入に占める寄附金の割合＞

出典：地方財政統計年報

■行政（地方自治体）における寄附金活用

17
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＜施策(公共サービス)の基準＞ 30.4%

41.6%

71.6%

39.1%

31.8%

53.1%

39.2%

45.5%

36.4%

73.1%

86.7%

81.3%

77.4%

61.0%

59.8%

79.6%

68.6%

77.5%

65.3%

45.3%

49.7%

56.3%

52.6%

70.5%

62.2%

39.7%

69.6%

58.4%

28.4%

60.9%

68.2%

46.9%

60.8%

54.5%

63.6%

26.9%

13.3%

18.7%

22.6%

39.0%

40.2%

20.4%

31.4%

22.5%

34.7%

54.7%

50.3%

43.7%

47.4%

29.5%

37.8%

60.3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小中学校教育

高等学校教育

生涯学習

高齢者福祉(介護保険など)

障害者福祉

児童福祉(保育園など)

生活保護

病院･診療所

保健所

公営住宅

まちづくり

再開発

土地区画整理

下水道

道路

公園

都市内鉄道(地下鉄など)

都市内路線バス

ごみ処理

環境保全

防災対策

防犯対策

交通安全対策

産業振興

就労斡旋

税・公金徴収

地域ごとの基準

全国一律の基準

○教育や福祉に関しては全国
一律の基準、地域づくり、インフ
ラ整備や産業振興などは地域
ごとに考えるべきとしている

＜施策(公共サービス)の保障主体＞

○全国一律の基準が期待され
るものは安定財源が求められ、
地域独自の基準、判断が期待
されるものは寄附金を含む多様
な資金の提供が期待される

出典：gooリサーチ(2007.7実施)

29.8%

16.3%

53.5%

25.8%

22.4%

43.7%

26.2%

26.5%

28.7%

48.3%

65.6%

47.1%

47.8%

44.7%

30.9%

63.6%

32.8%

47.8%

51.8%

29.1%

33.3%

42.3%

37.7%

38.3%

38.3%

28.4%

23.0%

49.7%

25.6%

21.0%

20.5%

23.8%

21.1%

34.9%

32.7%

36.3%

25.3%

38.9%

36.8%

34.1%

39.7%

25.2%

47.5%

40.3%

28.9%

27.9%

28.7%

28.5%

33.0%

41.0%

35.9%

25.8%

47.2%

33.9%

21.0%

53.3%

57.1%

32.5%

52.7%

38.7%

38.6%

15.4%

9.0%

14.0%

15.4%

21.2%

29.3%

11.2%

19.7%

11.9%

19.3%

43.1%

37.9%

29.2%

29.3%

20.7%

25.8%

45.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

小中学校教育

高等学校教育

生涯学習

高齢者福祉(介護保険など)

障害者福祉

児童福祉(保育園など)

生活保護

病院･診療所

保健所

公営住宅

まちづくり

再開発

土地区画整理

下水道

道路

公園

都市内鉄道(地下鉄など)

都市内路線バス

ごみ処理

環境保全

防災対策

防犯対策

交通安全対策

産業振興

就労斡旋

税・公金徴収

市区町村

都道府県

国

＜行政における寄附金活用＞

○市区町村の方が都道府県や
国よりも期待度は高い
○広域的なサービスについては
都道府県、全国一律の基準が
期待されるサービスでは国によ
る保障への期待が高い

18
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■非営利領域における寄附金活用

表 寄附金の対象(重点)分野 

 公
益
法
人 

社
会
福
祉
法
人 

宗
教
法
人 

労
働
団
体 

医
療
法
人 

学
校
法
人 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

任
意
団
体 

分
野
の
成
長
性 

収
入
の(
制
度
的)

安
定
度 

寄
附
金
依
存
度 

対
象
（
重
点
）
分
野 

文化・レクリエーション           ○ ☆ 

教育・研究      ●    ●   

保健医療     ●    ○ ●   

社会サービス  ●       ○ ●   

環境         ○  ○ ☆ 

開発･住宅            ☆ 

法律、アドボカシー、政治            ☆ 

ﾌｨﾗﾝｿﾛﾋﾟｰ仲介・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進           ○ ☆ 

国際         ○  ○ ☆ 

宗教   ●      ○ ●   

業界団体・職業団体・労働組合    ●      ●   

その他             

＊１：網掛け部分は対象外 ＊２：○●は該当項目 ＊３：☆は対象（重点）分野 

＜対象(重点)分野＞

19
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＜対象(重点)分野＞

【パターン１】：寄附金需要が高い分野(収入の(制度的)安定度が低い分野)
⇒文化・レクリエーション、環境、開発･住宅、法律、アドボカシー、政治、フィランソロ

ピー仲介・ボランティア推進、国際 など
⇒このうち、フィランソロピー仲介・ボランティア推進については、活動費用を賄うため

の寄附金以外に、他の非営利団体を支援するための基金造成も想定される

【パターン２】：(従来の分野の中で制度的にカバーされていない)フリンジ分野
⇒教育･研究、保健医療、社会サービス、(宗教)、(業界団体･職業団体･労働組合)、そ

の他
⇒(例示)研究者の育成基金の造成、地域スポーツクラブの振興、高齢者世帯等の見

回り活動、防犯ボランティア活動 など

【パターン３】：(従来の分野ではカバーされない)新たな社会的(地域)課題に対
応する分野

⇒(例示)社会的･文化的資源の保全･活用、地域コミュニティの活性化、ソーシャルキャ
ピタル(社会関連資本)の充実、景観の保全･活用 など

【寄附金税制】
⇒対象(重点)分野については、主として経済主体への寄附インセンティブの付与(税制

の直接的効果)の重点化が想定される
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＜対象(重点)法人＞ 表 寄附金の対象(重点)法人 

 公
益
法
人 

社
会
福
祉
法
人 

宗
教
法
人 

労
働
団
体 

医
療
法
人 

学
校
法
人 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人 

任
意
団
体 

文化・レクリエーション         

教育・研究      ●   

保健医療     ●    

社会サービス  ●       

環境         

開発･住宅         

法律、アドボカシー、政治         

ﾌｨﾗﾝｿﾛﾋﾟｰ仲介・ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進         

国際         

宗教   ●      

業界団体・職業団体・労働組合    ●     

その他         

分野の成長性  ○ ○  ○    

収入の(制度的)安定度  ● ● ● ● ●   

寄附金依存度       ○ ○ 

対象(重点)法人 ☆      ☆ ☆ 

＊１：網掛け部分は対象外 ＊２：○●は該当項目 ＊３：☆は対象（重点）法人 
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＜対象(重点)法人＞

【パターン１】：ＮＰＯ法人
⇒全分野が対象になるが、個別の法制度により位置づけられている分野を除くと、

文化・レクリエーション、環境、開発･住宅、法律、アドボカシー、政治、フィランソロ
ピー仲介・ボランティア推進、国際などの分野を中心にＮＰＯ法人の寄附金活用
が想定される

【パターン２】：任意団体
⇒全分野が対象になるが、個別の法制度により位置づけられている分野を除くと、Ｎ

ＰＯ法人と同様に、文化・レクリエーション、環境、開発･住宅、法律、アドボカシー、
政治、フィランソロピー仲介・ボランティア推進、国際などの分野を中心に任意団
体の寄附金活用が想定される

⇒寄附金活用の対象とはなるが、任意団体であるため税制面の優遇対象にはなら
ない

【パターン３】：公益法人
⇒全分野が対象になるが、個別の法制度により位置づけられている分野を除くと、Ｎ

ＰＯ法人や任意団体と同様に、文化・レクリエーション、環境、開発･住宅、法律、
アドボカシー、政治、フィランソロピー仲介・ボランティア推進、国際などの分野を
中心に公益法人の寄附金活用が想定される

【寄附金税制】
⇒対象(重点)法人については、主として関係する非営利セクターの強化による寄附

対象先の育成(税制の間接的効果)の重点化が想定される
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総括

１．マクロに見ると、寄附は経済状況や租税･社会保険負担との関係は必ず
しも明確とはいえない。

２．日･米･英の間では、寄附の状況（規模）や寄附金優遇税制対象団体数
に大きな差があり、その背景には社会システムや寄附文化の違いがある。

３．寄附に係る税制では、日本は米国や英国に近づきつつあるが、公益的
活動を積極的に支援する姿勢に違いがある。

４．中長期的には、日本においてもグローバルスタンダードとして寄附文化
（スタイル）は定着するのではないか （民間企業が先導する形か）。

５．寄附については、公的負担のシステムとして、租税や社会保険と同レベ
ルの日常性、簡便性が必要である。

６．寄附金税制の間接効果を活用して、非営利セクター（一部公益法人、
NPO法人、任意団体など）の強化を図ることが求められる。


